
企業債

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,420千円、過年度分損益勘定留保資金

41,695千円及び当年度分損益勘定留保資金385,900千円」を「資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額512,035千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,420千円、

過年度分損益勘定留保資金41,695千円及び当年度分損益勘定留保資金385,920千円」に改め、

　資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１項 1,006,100千円 97,500千円 1,103,600千円

第１款  資本的収入

2,345,707千円第１款  資本的支出

第１項 建設改良費 1,629,007千円 97,520千円 1,726,527千円

2,248,187千円 97,520千円

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

支          出

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

（収益的収入及び支出の補正）

議 第 105 号

令和７年６月10日提出

令和７年度熊本市交通事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和７年度熊本市交通事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

2,705,395千円

第１項 営業費用 2,564,375千円 80,974千円 2,645,349千円

第１款  軌道事業費用 2,624,421千円 80,974千円

支          出

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

1,736,172千円 97,500千円 1,833,672千円

収          入

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

（資本的収入及び支出の補正）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額512,015千円
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（変更分）

（企業債の補正）

第４条　予算第６条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

熊　本　市　長     大　西　一　史　　

変更後

限度額
起債の

利率
償還の

限度額
起債の

利率
償還の

1,103,600 補正前に同じ

建設改良資金

（単位:千円）

交 通 事 業 1,006,100
普通貸借
又は証券
発行

年5.0%以内。
ただし､利率
見直し方式で
借り入れる場
合は､利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率と
する。

政府資金等につ
いては、その融
資条件による。
また、銀行その
他の場合にはそ
の債権者と協定
するところによ
る。ただし、財
政の都合により
繰上げ償還する
こともある。

方法 方法 方法 方法

起債の目的
変更前
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